
　　　議 会 資 料

請 願 一 覧 表
（令和８年第１回定例会）

【２月議会】

秋田県議会事務局
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委 員 会 名 継　　続 新　　規 小　　計

総務企画委員会 1 2 3

福祉環境委員会 0 0 0

農林水産委員会 0 1 1

産業観光委員会 0 0 0

建設委員会 0 1 1

教育公安委員会 1 0 1

合　　計 2 4 6

総　　　括　　　表
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総務企画委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

請１８ 継 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択について
　 　 　

5

請２５ 新
国家公務員の寒冷地手当について支給地区分の見直し（拡大）と支給
額改善を実現するよう国に求める意見書提出について 　 　 　 　

9

請２６ 新 免税軽油制度の継続を求める請願について
　

　 　 　
11

福祉環境委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

なし

農林水産委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

請２４ 新 秋田県産ハタハタ資源回復について
　 　 　

13

産業観光委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

なし
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建設委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

請２７ 新
建築士有資格者の不足解消に向けた建築士試験制度の改正等を求め
る請願について

　
　 　 　 　

16

教育公安委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

請１７ 継
ゆたかな学びの実現及び教職員定数改善並びに義務教育費国庫負担
割合引き上げをはかるための、2026年度政府予算に係る意見書採択に
ついて

　 　 　
20
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総務企画委員会

受理番号 請１８ 住所
提

受理年月日 R７.５.30 出
者 氏名

新規・継続 継

紹介議員 櫻田憂子、加藤麻里、加賀屋千鶴子、佐藤光子

件 名 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択について

【請願事項】

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」を採択すること。

【請願理由】

人の人生において氏名はその人自身を表すものであり、人格の一部となっている。しかしながら、婚姻の際には、そうい

った氏名の氏（うじ）、姓を、どちらかが変えなければならないというのが日本の制度である。そして、姓を変えるのは約

９５％、ほとんどが女性の側となっている。これは、民法第７５０条が、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又

は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けており、婚姻後もそれぞれが婚姻前の姓を称することを希望する夫婦の婚

姻を認めていないということによるものである。

しかし、冒頭に申し上げたとおり、氏名はその人の人格の一部となっているもので、自分の意思に反して変えることが強

制されるようなものではないはずである。この点については最高裁判所も、氏名は「人が個人として尊重される基礎であ

り、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」（１９８８年２月１６日最高裁判決）としており、この

要 旨 ような判断からしても「氏名の変更を強制されない自由」は、人格権の重要な一内容として憲法第１３条によって保障され

ている。とするならば、民法第７５０条は、婚姻に際し姓を変更したくない人の氏名の変更を強制されない自由を不当に制

約しているのだから、憲法第１３条に反すると言える。

また、そもそも夫婦が同姓にならなければ婚姻できない、とすることは、憲法第１３条の自己決定権として保障される

「婚姻の自由」を不当に制約するものである。さらに言えば、夫婦別姓を希望する人は、自己の信条に反し夫婦同姓を選択

しない限り婚姻できないということになるのだから、そのような考えの人が婚姻の効果を享受できないというのは、憲法１

４条１項に定める「法の下の平等」にも反するものである。

一方、婚姻に関する憲法上の規定としては、第２４条がある。

同条第１項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定め、同条第２項は「法律は、

個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」としている。これは、婚姻における両性の平等を

定めるとともに、婚姻や家族に関する法律を作る際には、憲法第１３条及び第１４条第１項の趣旨が反映されるべきものと

している。

しかしながら、現行法制度のもとでは、冒頭に述べたとおり、新たに婚姻する夫婦のうち約９５％で女性が改姓してお

り、事実上、多くの女性に改姓を強制し、その姓の選択の機会を奪うものとなっている。また、先ほど指摘した、憲法１３
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条の自己決定権の一つである「婚姻の自由」や「氏名を強制されない自由」が不当に制約されるという点からも民法第７５

０条は、当事者の自律的な意思決定に不合理な制約を課すもので、憲法第２４条にも反するものである。

また、強調しておきたいことは、世界各国の婚姻制度を見ても、夫婦同姓を法律で義務付けている国は、日本のほかには

見当たらないということである。この点は政府も国会答弁で認めている。

そして、日本が批准する女性差別撤廃条約や市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約）では、各配偶者には

婚姻前の姓の使用を保持する権利があるとされており、日本が採用する夫婦同姓を義務付ける法制度は国際的にも批判がな

されている。

国連女性差別撤廃委員会からは、本年１０月にも、日本政府に対して女性が婚姻前の姓を保持することを可能にする法整

備をとの勧告がなされた。このような勧告は実にこれで四度目である。

そして、国際人権（自由権）規約委員会からも、２０２２年１１月の総括所見で、民法第７５０条が実際にはしばしば女

性に夫の姓を採用することを強いている、との懸念が表明された。

日本でのこれまでの法改正の試みとしては、１９９６年に、法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入する「民法の一部を

改正する法律案要綱」を答申したが、実現されないまま既に四半世紀以上が経過しているという状況である。なお、２０１

要 旨 ５年１２月１６日の判決や２０２１年６月２３日の決定で最高裁判所が民法第７５０条を合憲としているが、これらの判断

は、選択的夫婦別姓制度の導入を否定したものではないということに留意すべきである。夫婦の姓に関する制度の在り方は

「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」として、国会での議論を促したものなのである。

近時の世論や情勢に目を向ければ、官民の各種調査において選択的夫婦別姓制度の導入に賛同する意見が高い割合を占

め、多くの地方議会でも同制度の導入を求める意見書が採択されている。また、経済団体等からも、現行制度は個人の活躍

を阻害し、様々な不利益をもたらすとして、同様の要望・提言が出されている。私たちの社会で多様性（ダイバーシティ）

の尊重や女性活躍推進に向けた取組の重要性が語られる中で、多くの既婚女性が婚姻により改姓を事実上強制され、アイデ

ンティティの喪失に直面したり、仕事や研究等で築いた信用や評価を損なったりしている。旧姓を通称使用しても、金融機

関等との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関・企業とのやり取り等に困難を抱え、通称使用による精神的苦痛も受け

ている現実があることは決して看過できない。

国は、この問題が「婚姻の自由」や「氏名の変更を強制されない自由」に関わる人権問題であることを真摯に受け止め、

これを速やかに是正すべきである。それは同時に、婚姻を望む人の選択肢を増やすことであり、多様性が尊重される社会、

男女共同参画社会の実現につながり、私たちの社会に活力をもたらすものでもある。

以上の理由から、夫婦同姓を義務付ける民法第７５０条を速やかに改正し、選択的夫婦別姓制度を導入すべきと考える。

そこで、別紙意見書を採択していただきたく請願を行った。

審査結果
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【現 況】
１ 国の見解等

法務省では、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題であり、国民の理解のもと進められる
べきとの見解を示している。
第５次男女共同参画基本計画（令和２年12月25日閣議決定）では、選択的夫婦別姓制度について、「家族形態の変化及び生活様式

の多様化、国民意識の動向等も考慮し、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴
史も踏まえ、また家族の一体感、子供への影響や最善の利益を考える視点も十分に考慮し、国民各層の意見や国会における議論の動
向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める」としている。
また、旧姓使用の拡大については、同計画では、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組むことが明記され、令和元年

の住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書、運転免許証に加え、令和３年からはパスポートへの旧姓併記が認められている。

２ 民法改正に向けた動き
平成８年２月に法務大臣の諮問機関である「法制審議会」が、選択的夫婦別氏制度も含めた民法改正案要綱を答申した。
平成21年には国連女子差別撤廃委員会において、差別的な民法の規定の改正を勧告する内容が示されたが、その後の平成23年５月

の民法改正において、これに関連する内容は盛り込まれなかった。
平成27年12月16日の最高裁大法廷は、夫婦同姓とする民法の規定に男女の不平等はなく、家族が同じ姓を名乗るのは日本社会に定

着しているとして合憲との憲法判断を初めて示した。ただし、この判決は選択的夫婦別姓を合理性がないと判断したものではなく、
この種の制度のあり方は「国会で論じ判断すべき」という姿勢を一貫して示しており、令和３年６月23日の最高裁大法廷も同様の判
断をしている。
令和７年５月30日の衆議院法務委員会に、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党は、それぞれ選択的夫婦別姓に関連する法案を

提出し、同委員会で審議が行われたが、採決には至っていない。なお、同委員会で選択的夫婦別姓制度に関する法案の審議が行われ
たのは平成９年以来、28年ぶりである。一方で、同年10月には、自民党と日本維新の会との連立政権合意で、旧姓の通称使用の法制
化案を令和８年の通常国会に提出する方針が明記された。

３ 国の世論調査の結果
内閣府が実施している「家族の法制に関する世論調査」には、選択的夫婦別姓制度の賛否についての設問があり、その結果は次の

とおりである。昭和62年時は、選択的夫婦別姓に対しては、反対の意見が多かったが、その後、徐々に賛成の意見が増加しており、
直近の令和３年時の調査では賛成と反対が拮抗している。
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４ 経済団体の意見
公益社団法人経済同友会は、令和５年３月に、夫婦同姓が女性の職業活動上の不利益など経済社会に影響を及ぼすことや、個人の

尊重と両性の実質的平等、多様な家族形態を認める社会の必要性に鑑み、選択的夫婦別姓制度の導入の早期実現に向けた要望書を国
に提出した。
また、令和５年６月には、一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）は、女性活躍の着実な進展に伴い、旧姓使用による弊害が

生じていることや、現在の夫婦同氏制度が女性に相当程度の改姓による不都合を与える「間接差別」に当たる可能性があるとの指摘
もあることなどを受け、選択的別姓制度の導入などを盛り込んだ提言書を公表した。

採 択
備 考 年月日 令和 年 月 日

不採択
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総務企画委員会

受理番号 請２５ 住所
提

受理年月日 R８.２.18 出
者 氏名

新規・継続 新

紹介議員 櫻田憂子、加賀屋千鶴子

件 名 国家公務員の寒冷地手当について支給地区分の見直し（拡大）と支給額改善を実現するよう国に求める意見書提出について

【請願事項】

次の事項について、国に対し意見書を提出すること。

１ 「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」における支給地区分は、必ずしも相関関係にない平均気温と最深積雪を根拠

とする指標を見直し、寒冷地域の実態を踏まえたものとすること

２ 秋田県全域を４級地とすること

３ 燃料費の高騰などに見合った支給額の改善を早期に行うこと

【請願理由】

「国家公務員の寒冷地手当に関する法律」は、普通交付税、特別交付税、国民健康保険の事務負担金等の交付額算定に関

する省令、特定教育・保育等に要する費用（暖房費加算）や国会議員の選挙等の執行経費（投票所の暖房費加算）の算定基

準に引用されており、地方行政にも影響を及ぼしている。人事院は、寒冷地手当の支給地について、気象庁が10年ごとに発

要 旨 表する「メッシュ平年値」のデータを利用し、「最深積雪80cm以上」又は「最深積雪15cm以上かつ平均気温０℃以下」のい

ずれかに該当することを基準に市町村単位で区分している。2024年の勧告においては、手当額の引き上げとともに、対象地

域の縮小、変更が行われ、秋田県においては、それまで４級地（本州における寒冷地手当支給対象地域）としていた能代

市、三種町、大潟村、潟上市、秋田市の５市町村が除外された。この勧告を受けて法改正がされた結果、現在、秋田県内に

おいては能代市、三種町、大潟村、潟上市、男鹿市、秋田市、由利本荘市、にかほ市の８市町村が寒冷地手当の支給対象外

となっている。昨年度、県人事委員会もこれに準じた勧告を行い、秋田県職員においても非支給地域が生じた。

人事院による画一的な線引きに対しては、長野県伊那市議会が令和７年６月に、気象庁の「メッシュ平年値2020」におけ

る「点データ」のみに依拠した支給対象地域の見直しについて再検討を要請する意見書を提出するなど、公務労働者のみな

らず、影響を受ける自治体からも強い不満が示されている状況である。

日本海に面した海沿いの地域は内陸部や太平洋側に比べて一日の寒暖差が小さくなる傾向にある一方で、季節風の影響を

受け、気温以上に冷え込む状況である。平均気温が０度を上回ったからといって暖房が不要になるわけでもなく、寒冷地に

おける生活実態からみて、人事院の指標は非常に不合理である。公費で除雪を行なっている地域を「寒冷地」から除外する

ことは、住民感覚からしても実情とかけ離れている。

また、わずかな勤務地の違いで生じる手当の格差は、職員の不公平感を増大させ任用や人材確保にも悪影響を及ぼす。

審査結果
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【現 況】

寒冷地手当は、寒冷積雪地域に勤務する職員に対して、冬期間における暖房用燃料等が暖地の職員と比較し著しく掛かり増しにな
ること及び寒冷積雪地域の民間事業所において同様の趣旨の手当が支給されている実情があることを考慮して設けられている手当で
ある。
支給額は、寒冷地手当法第２条に規定されており、地域の区分及び世帯等の区分に応じて月額８，２００円から２９，４００円ま

での範囲で定められている。また、支給対象地域は、寒冷地手当法別表に規定されている。

現行（Ｒ７．４．１以降） 参考（Ｒ７．３．３１まで）
【支給対象外地域】 【支給対象外地域】

国家公務員 男鹿市 秋田市 男鹿市 下線部：Ｒ６人事院勧告に
由利本荘市 潟上市 由利本荘市 基づき、新たに支給対象外
にかほ市 大潟村 にかほ市 地域となった地域
能代市 三種町

※上記改正により新たに支給対象外となった地域に係る激変緩和措置として、２年間の経過措置を設けている。

＜参考＞ 秋田県における寒冷地手当の支給対象外地域
令和６年１０月７日の人事委員会勧告において、旧市町村単位で支給対象地域が指定された。また、支給対象地域に在勤する職員

への支給に加え、当該地域に居住する職員にも支給することとされた。

現行（Ｒ７．４．１以降） 参考（Ｒ７．３．３１まで）
【支給対象外地域】 【支給対象外地域】

県職員 男鹿市 秋田市（旧秋田） 下線部：Ｒ６人事委員会勧
由利本荘市（旧本荘、旧岩 潟上市（旧天王） なし（県内全域で支給） 告に基づき、新たに支給対
城、旧由利、旧西目、旧 大潟村 象外地域となった地域
大内） 三種町（旧八竜）

にかほ市
能代市（旧能代）

※上記改正により新たに支給対象外となった地域に係る激変緩和措置として、３年間の経過措置を設けている。

採 択
備 考 年月日 令和 年 月 日

不採択
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総務企画委員会

受理番号 請２６ 住所
提

受理年月日 R８.２.19 出
者 氏名

新規・継続 新

紹介議員 加藤鉱一、渡部英治、小原正晃、加藤麻里、加賀屋千鶴子、松田豊臣、佐藤光子

件 名 免税軽油制度の継続を求める請願について

【請願事項】

免税軽油制度を継続すること。

【請願理由】

これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除の特例措置（以下「免

税軽油制度」という。）が、令和９年３月末で廃止される状況にある。

免税軽油制度は、元来、道路を走らない機械に使う軽油について、軽油引取税（１リットル当たり３２円１０銭）を免税

する制度で、船舶、鉄道、農業・林業、製造業など、幅広い事業の動力源の用途に認められてきたものである。

令和８年４月から、暫定税率は廃止されることが決定したものの、本則課税（１リットル当たり１５円）は継続されるこ

ととなる。

スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車及び降雪機に使う軽油が免税となっており、この制度がなくなれば

要 旨 索道事業者は大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となるとともに、地域経済にも計り知れない影響を与え

ることになる。

以上の趣旨から、免税軽油制度の継続について、意見書を政府機関に提出していただくことを請願する。

審査結果
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【現 況】
昭和３１年に地方の道路財源を確保することを目的として創設された軽油引取税は、平成２１年度の道路特定財源の見直しにより、目

的税から普通税に移行され、使途制限が廃止された。
その際、目的税当時から講じられていた「課税免除」措置については、エチレンその他の石油化学製品の原料の用途に供する軽油を除

き、「軽油引取税の課税免除の特例」として移行し、３年間の措置として存続された。
課税免除の対象については、平成２１年度に道路特定財源から一般財源化されたことを踏まえ、道路の使用に直接関連しないことをも

って一律に免税とする扱いではなく、基本的には特例措置を講じることによる政策目的の効果、各事業に与える影響、脱炭素に向けた取
組み等の観点から、時限措置が切れる都度に国の税制改正において免税措置のあり方が議論されている。
平成２４年度税制改正において、特例利用率が極めて低く、かつ、１件当たりの免税額が経営規模に比して僅少な用途等（自動車教習

所業、電気通信事業、放送事業など）を廃止し、その他については３年延長された。
その後も次のとおり、３年毎に対象事業等が縮減・廃止されるなどしながら継続しており、現行特例措置の期限は令和９年３月３１日

となっている。
【平成２７年度税制改正】

免税額が僅少又は他の燃料への代替が可能な用途等（海上保安庁の航路標識、警察の電気通信設備など）を廃止
【平成３０年度税制改正】

適用件数が僅少又は他の燃料への代替が可能な用途等（電気供給業のうち、ガスタービン発電装置の動力源用途及び地熱資源開発
事業）を縮減・廃止

【令和３年度税制改正】
担税力のある事業者もある用途等（鉱さいバラス製造業など）を縮減・廃止

【令和６年度税制改正】
プレジャーボート（事業用でないレクリエーション用の船舶）を除外

（参考）令和６年度における本県の課税免除の概況

※端数処理の関係で合計値と
一致しない。

採 択
備 考 年月日 令和 年 月 日

不採択
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農林水産委員会

受理番号 請２４ 住所
提

受理年月日 R８.２.13 出
者 氏名

新規・継続 新

紹介議員 加賀屋千鶴子

件 名 秋田県産ハタハタ資源回復について

【請願事項】

１ 令和８年度予算で、秋田県産ハタハタ激減についての調査・対策に必要な分を確保すること

２ 秋田県知事へ提出された「ハタハタが戻ってくる豊かな海を未来につなぐ署名」の民意を受け止め資源回復のための

さらなる調査・対策を検討すること

【請願理由】

近年は秋田県産ハタハタ漁獲量が激減し、県内の関係者は大きな衝撃をうけている。しかし、令和７年度のハタハタの資

源についての調査・対策に十分な予算が確保できていなかったと思われる。かつて30年以上前の1990年代にハタハタの自主

禁漁を行い、その後に資源回復した頃は、種苗放流や追跡調査も行われていた。さらに、藻場整備など様々な対策をとって

きたことが記録から明らかであるが、同様の対策を実行するには予算と人員が必要になると思われる。さらに30年以上前の

自主禁漁の時代の状況を直接知る秋田県職員は少ないと思われ、近年の状況は1990年代よりさらに厳しい状況ではないだろ

要 旨 うか。秋田県が国に対して行う年次要望にもハタハタ関連での要望はなかったという認識である。

秋田県民だけでなく、秋田県出身の方、秋田県を愛して観光に訪れてくださる方は、秋田県産の季節ハタハタが食べたい

のである。それは秋田県の文化として根付いたものであり、その大切さからくる思いだろう。

署名運動を一緒に行った「ハタハタを守り隊」には、多くの応援の声が寄せられている。どうかその声にも耳を傾け、実

効的な秋田県の予算編成と人員確保という形で示してほしい。

「ハタハタを守り隊」は、豊かな海を見守り、子どもたちに豊かな海の大切さを伝え、人と人のつながりを大切にしなが

ら、人と自然の共生を考える有志で、秋田県と国に以下を伝えてきた。

・ハタハタが戻ってくる豊かな海を守ることを目指すこと

・資源保護の観点から更なる調査、研究を具体的に検討すること

・豊かな海とは何か？ハタハタと共に歩んできた秋田県の文化を子どもたちに伝えること

署名運動を通して、今後もその大切さを伝え、資源回復のための動きを期待する。

審査結果
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【現 況】

１ ハタハタの漁獲量の推移ついて
禁漁明けの平成７年９月以降、平成16年漁期は3,000トンとピークに達した。その後は、減少傾向に転じ、平成28年漁期には1,000

トンを下回り、令和７年漁期は5.7トン（令和８年１月31日現在）となった。

２ ハタハタに関する予算と人員について
（１）ハタハタに関する調査及び資源対策等について

ハタハタに関する調査については、記録で確認できるものでは大正２年から水産振興センターの前身である水産試験場で継続して
実施しており、現在は「ハタハタ等重要魚種の漁場予測技術の開発」及び「我が国周辺水産資源調査」を試験研究課題としている。

（調査内容）
・漁業調査指導船「千秋丸」による資源量調査（秋田県沖合域で月10回程度実施）
・海洋環境観測（７，８，12及び１月を除く月１回秋田県沖合13定点で実施）
・卵塊調査（１～２月に県内７地区13定点で実施（藻場調査含む））
・ＩＣＴ技術を活用した海況情報等収集調査（民間漁船23隻に情報端末を設置し、出漁した場合はデータを取得）

資源対策については、平成27年度より「秋田のハタハタ漁業振興事業」を実施し、陸上に打ち上げられた卵等を活用したふ化放流
を支援しているほか、ハタハタに関連した漁業調整や漁業取締活動も随時実施している。
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（２）予算について
令和７年度当初予算におけるハタハタ関連予算は、計3,230万円を計上している。
令和８年度当初予算におけるハタハタ関連予算は、計3,072万円を要求している。

（３）人員について
ハタハタに関連する業務は、水産振興センター資源部及び水産漁港課漁業管理チームが担当している。

採 択
備 考 年月日 令和 年 月 日

不採択

令和７年度予算（万円） 令和８年度予算（万円）

海 洋 調 査 1,270 1,242

漁 場 予 測 技 術 開 発 360 330

ふ 化 放 流 に よ る 資 源 対 策 400 350

漁 業 調 整 ・ 取 締 活 動 等 1,200 1,150

計 3,230 3,072

令和７年度の人員 令和８年度の人員

水 産 振 興 セ ン タ ー 資 源 部
（ う ち 「 千 秋 丸 」 ）

12名
（６名）

14名
（８名）

水 産 漁 港 課 漁 業 管 理 チ ー ム
（ う ち 「 く ぼ た 」 ）

12名
（５名）

12名
（５名）

計
24名
（11名）

26名
（13名）
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建設委員会

受理番号 請２７ 住所
提

受理年月日 R８.２.19 出
者 氏名

新規・継続 新

紹介議員 加藤鉱一、渡部英治、福田博之、加藤麻里、加賀屋千鶴子、松田豊臣、佐藤光子

件 名 建築士有資格者の不足解消に向けた建築士試験制度の改正等を求める請願について

【請願事項】

１ 建築士設計製図試験における受験回数制限の撤廃

現行の制度では、学科試験合格後の設計製図試験に回数制限があり、不合格が重なると再び学科試験からやり直さなけ

ればならず、資格取得を断念する要因となっている。学科試験合格者はすでに実務に必要な一定の知識・能力を有してい

ることから、建築施工管理技士試験と同様に、有効期限や回数の制限なく設計製図試験を受験できる制度への改定を求め

る。これにより、受験者の精神的・経済的負担を軽減し、継続的な研鑽を通じた資格取得を促進することを要望する。

２ 建築士学科試験への科目別合格制度の導入

現行の総合点による合否判定を改め、基準点に達した科目の受験を次年度以降免除し、段階的な合格を認める制度への

改定を求める。多忙な実務の傍ら受験する者にとって、科目ごとに着実に知識を習得できる制度は、学習の継続を促し受

験断念者の減少に寄与する。なお、長期の合格過程を経る者には、合格直後の定期講習受講を義務付ける等の措置を講じ

ることで、建築士としての専門能力の鮮度と質の維持を両立させることを提案する。

３ 一級建築士学科試験合格者への二級建築士製図試験受験資格の付与

要 旨 一級建築士学科試験の合格者に対し、二級建築士学科試験を免除し、直接二級建築士設計製図試験を受験できる制度へ

の改定を求める。現行の低い最終合格率により、一級の学科を突破しながらも資格取得自体を断念する人材が少なくない。

一級学科合格相当の知識を持つ者に二級建築士として活躍する道を開くことは、受験者の意欲維持と、将来の深刻な技術

者不足の解消に大きく寄与する。

４ 二級建築士の受験資格及び実務経験要件の緩和

若年技術者の早期育成と確保のため、二級建築士の受験要件を以下の通り緩和することを求める。実務経験のみで受験

する者の必要年数を現行の７年から５年へ短縮するとともに、建築系以外の高校卒業者についても、実務経験なしでの受

験を可能とし、登録までの実務年数を５年へと見直すべきである。これらの門戸拡大は、学歴に依存せず意欲ある若者に

早期の挑戦機会を与え、将来の建築業界を支える資格者の増加に大きく寄与する。

５ 建築士及び建築設備士試験の合格率の引き上げ

将来の深刻な技術者不足を回避するため、一級建築士（令和７年度合格率11.4%）や二級建築士（同22.6％）、及び建築

設備士（同15.7%）等の最終合格率の引き上げを求める。一級の合格者数は直近で約1,000人増加したが、依然として難関

であり、二級も低水準な推移が続いている。懸念される資質の維持は、３年毎の定期講習やＣＰＤ制度により十分担保可

能である。合格者を増やすことは、若年層の入職を促し、建築業界の持続可能性を確保するために不可欠な措置であると

考える。
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６ 一級建築士学科試験における出題範囲の適正化
一級建築士学科試験（計画・環境設備）において、歴史的建築物の固有名詞や特殊用途（劇場・美術館等）に関する出

題を制限し、実社会の通常業務に即した範囲への限定を求める。近年の試験では、実務上の必要性が低い著作物や都市計
画の細部が頻出しており、受験者の負担を高めている。資格の本来の目的である「建築の専門家としての能力確認」に立
ち返り、一般的実務に必要な知識に基づいた、より妥当性の高い出題形式への再考を要望する。

７ 設計製図試験における作図手法の現代化
実務の主流であるＣＡＤ等による作図と乖離した鉛筆書きの技能を強いる現状の製図試験は、能力判定の手法として妥

当性を欠いている。本試験は手書きの習熟度ではなく、計画等の妥当性を評価する場であるべきである。そのため、ＣＡ
Ｄ受験の導入、あるいはフリーハンド作図をこれまで以上に許容し、その採点基準を明確にすることを求める。実務とか
け離れた作図技術の習得に要する負担を軽減し、設計思考能力を適切に評価する試験制度への転換を要望する。

【請願理由】
建築士試験は、建築の専門家としての能力を公的に認め、社会的に重要な業務を任せるに足る人材を選抜するための重要

な制度である。しかし、昨今の建築業界を取り巻く環境の変化を鑑みると、現行の試験制度には改善の余地があると考えら
れる。
また、秋田県は、全国でも特に深刻な建築士の慢性的な人手不足と高齢化に直面している。現在、県内の建築士事務所に

所属する建築士の43.6%が高齢者であり、熟練技術者の引退が急速に進んでいる。その一方で、建築系卒業生の県外流出や受
験者数の減少が顕著である。

要 旨 地域の建築士は、住宅や公共施設の老朽化対策、空き家対策、防災・雪害対策など、地域の安全・安心を確保する上で不
可欠な多岐にわたる重要な役割を担っている。このまま新規資格者の補充が追いつかなければ、需要に対する供給が追いつ
かず、技術継承も困難となり、地域課題の解決や地域建設業の存続自体が危ぶまれる事態に陥る。
よって、地域の安全維持と持続可能性のため、建築士としての専門的な能力水準を維持しつつ、意欲ある人材がより受験

しやすい環境の実現に向けて、国に対し、建築士資格取得を促進するための試験制度の抜本的な改正を強く働きかけるため
に意見書を提出することを求める。

審査結果
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【現 況】

１ 建築士設計製図試験における受験回数制限の撤廃

・建築士試験に合格するためには、学科試験合格後に設計製図試験に合格する必要がある。

・学科試験合格の有効期間は５年間であり、最大３回まで学科試験が免除され、設計製図試験を受験することができる。

２ 建築士学科試験への科目別合格制度の導入

・建築士学科試験に合格するためには、「総得点が合格基準点を超えていること」及び「科目ごとの最低点を満たしていること」の

２つの条件を満たす必要がある。

参考 建築士学科試験の科目

一級建築士：計画、環境・設備、法規、構造、施工の５科目

二級建築士・木造建築士：計画、法規、構造、施工の４科目

３ 一級建築士学科試験合格者への二級建築士製図試験受験資格の付与

・二級建築士試験に合格するためには、二級建築士試験の学科試験及び設計製図試験に合格する必要があり、一級建築士試験の学科

試験合格者に対する、二級建築士試験学科試験の免除は行われていない。

４ 二級建築士の受験資格及び実務経験要件の緩和

・建築実務の経験のみで二級建築士を受験する場合は、７年以上の経験が必要になる。

・建築に関する科目を修めなければ、高等学校を卒業したとしても、二級建築士の受験において７年以上の建築の実務経験が必要に

なる。

・建築士試験の受験時に７年以上の建築の実務経験があれば、合格後に免許の申請を行うことができる。

５ 建築士及び建築設備士試験の合格率の引き上げ

・令和６年及び令和７年の合格者数及び合格率は次のとおりとなっている。

６ 一級建築士学科試験における出題範囲の適正化

・建築士法施行規則において、一級建築士試験の学科試験は、「建築計画、環境工学、建築設備（設備機器の概要を含む。）、構造力学、

建築一般構造、建築材料、建築施工、建築積算、建築法規等に関する必要な知識について行う。」こととされている。

７ 設計製図試験における作図手法の現代化

・設計製図試験は、鉛筆等を用いて手書きで作図する方法で行われており、パソコンを使って作図を行うＣＡＤソフトの使用は認め

合格者数 合格率 合格者数 合格率 合格者数 合格率 合格者数 合格率 合格者数 合格率 合格者数 合格率
全国 3,988人 11.4% 3,010人 8.8% 4,645人 22.6% 4,680人 21.8% 563人 15.7% 732人 21.5%
秋田県 12人 11.1% 6人 5.5% 19人 19.8% 17人 13.1% － － － －

令和７年 令和６年
一級建築士 二級建築士 建築設備士

令和７年 令和６年 令和７年 令和６年

- 18 -



られていない。

・国土交通省等は、毎年合格基準等採点のポイントを公表している。

参考１ 令和７年一級建築士試験「設計製図の試験」合格基準等（国土交通省）

空間構成、建築計画（環境・意匠）、構造計画、設備計画等が採点のポイントとされている。

参考２ 令和７年二級建築士試験「設計製図の試験」合格判定基準等（公益財団法人建築技術教育普及センター）

設計課題の特色に応じた計画、計画一般、構造に関する理解等が採点のポイントとされている。

採 択

備 考 年月日 令和 年 月 日

不採択
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教育公安委員会

受理番号 請１７ 住所
提

受理年月日 R７.５.30 出
者 氏名

新規・継続 継

紹介議員 加藤麻里、櫻田憂子

件 名 ゆたかな学びの実現及び教職員定数改善並びに義務教育費国庫負担割合引き上げをはかるための、2026年度政府予算に係る
意見書採択について

【請願事項】

１．子どもたちの教育環境改善及び教職員の働き方改革並びに長時間労働是正のために、加配教員の増員や少数職種の配置

増など教職員定数改善を推進すること。

２．高等学校での35人学級を早期に実施すること。また、さらなる学級編制標準の引き下げ等少人数学級について検討する

こと。

３．自治体で国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施ができるよう、加配の削減は行わないこと。

４．教育の機会均等と水準の維持向上をはかり、地方財政を確保するため、義務教育費国庫負担割合を引き上げること。

５．教育課程の時数と内容の過多(カリキュラム・オーバーロード)は、子どもや教職員に過大な負担となることから、学習

指導要領の内容の精選等を行うこと。

６．新規採用を持続的に確保し、専門性を発揮し意欲を持って働くことができるよう、教職員の待遇改善に必要な財源措置

を講ずること。

要 旨 ７．新卒者の就業機会や教職員の年齢構成バランスの確保等の観点を十分に考慮し、すべての自治体で定年引き上げ期間中

に教職員の安定的な新規採用ができるよう、定数加配措置をはじめとした必要な財政措置を講ずること。

【請願理由】

学校現場では、「貧困」「いじめ」「不登校」「カリキュラム・オーバーロード」「教職員の長時間労働」など解決すべ

き課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学びを保障するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困

難な状況となっている。ゆたかな学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や少数職種の配置増など教

職員定数改善が不可欠である。

21年の法改正により、小学校の学級編制標準は25年度までに35人に引き下げられた。中学校においては26年度から引き下

げる方針となっている。今後は、高等学校での早期実施と、きめ細かい教育活動をすすめるために、さらなる学級編制標準

の引き下げ、少人数学級の実現が必要である。

秋田県においては、厳しい財政状況の中でも、一人一人の子どもに教職員の目を行き渡らせるため、独自の少人数学級を

実施しているところだが、義務教育費国庫負担割合は３分の１と少なく、自治体財政を圧迫している状況にある。

- 20 -



こうした観点から、2026年度政府予算編成において下記事項が実現されるよう、地方自治法第99条の規定にもとづき国の

関係機関への意見書提出を請願する。

要 旨

審査結果
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【現 況】

１ 全ての子供たちへのよりよい教育の実現に向け、教職の魅力を向上し、教師に優れた人材を確保するため、学校における働き方改革
の更なる加速化とあわせて、多様化・複雑化する教育課題への対応と新たな学びの実装による教育の質の向上を目指した、持続可能な
学校の指導・運営体制の充実に必要な教職員定数７，５９６人の改善を令和８年度予算において行っている。

２ 本県の県立高校では、生徒数の減少や整備計画に基づき、基本の40人学級に加え、38人や35人学級も導入されており、35人学級はよ
り望ましい教育環境を提供するものの、現行の高校標準法では学級定員の削減は教員数の減少につながるため、教育の質を維持するた
めには法改正による教職員定数の改善が不可欠であることから、この点について全国高等学校長協会おいても文部科学省に要望してい
るところである。

３ 令和３年４月１日施行の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律により、小学校の
学級編制の標準が40人（第１学年は35人）から、５年かけて学年進行により35人に段階的に引き下げられ、令和７年度で完了した。な
お、公立中学校については、公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（令和８年４月１
日施行）により、令和８年度から公立中学校の１学級定員が35人に引き下げられることとなった。中学校３年生までの段階的な35人学
級編制は、必要な加配定数を削減することなく、安定的な財源によって措置するよう文部科学省に要望しているところである。

４ 平成16年度から義務教育費国庫負担制度に「総額裁量制」が導入され、財源保障と教職員定数の弾力化が図られたほか、平成18年度
からは、義務教育制度についてはその根幹を維持し、義務教育費国庫負担制度が堅持されつつも、費用負担について国庫負担の割合
は、それまでの２分の１から３分の１へと変更された。以降大きな変更はない。

５ 令和６年12月25日に、文部科学省が中央教育審議会へ諮問した「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」では、
次期学習指導要領の改訂へ向け、「教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合うことを含む、学習指導要領の趣旨の着実な実
現のための方策」が示されている。

６ 公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（令和８年１月１日施行）により、教職の魅
力を向上し、教師に優れた人材を確保するため、教職調整額の水準を４％から10％まで段階的に引き上げることとした。また、義務教
育等教員特別手当を校務類型に応じて支給することとし、その困難性等を考慮して条例で支給額を定めることとした。

７ 国・地方ともに、公務員の定年が、令和５年度から隔年で引き上げられることに伴い、定年が引き上げられる年度の退職者数が減少
し、これにより翌年度の採用枠が減少する中にあっても、新規採用者を一定程度確保するための特例的な措置（特例定員）が行われて
いる。

採 択
備 考 年月日 令和 年 月 日

不採択
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